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【予約受付】 
《Web》 ２月６日（金） 受付開始 

スマホやパソコン（Web）からの予約は休日を含め24時間受付可能です 

《電話》 ２月10日（火） 午前９時から受付開始 
希望する申告相談会場の問合せ先へ平日の午前９時から午後４時30分の間にお電話ください。 
予約受付開始当初は、電話がつながりにくくなります。相談日の融通の利く方は、時間を空けてお電話ください。 

・予約受付は、相談希望日前日の午後４時30分までに行ってください。 
・事前予約優先です。当日受付も行いますが、長時間お待ちいただく場合やその日の相談をお断りする場合があります。 
 

予約はこちらから ► 

城崎振興局　市民福祉課　℡0796-21-9066（直通）
竹野振興局　市民福祉課　℡0796-21-9074（直通）
日高振興局　市民福祉課　℡0796-21-9054（直通）
出石振興局　市民福祉課　℡0796-21-9026（直通）
但東振興局　市民福祉課　℡0796-21-9033（直通）

　＜問合せ先＞
　〒668-8666
　豊岡市中央町2番4号
　豊岡市役所 税務課 市民税係
　℡0796-21-9045（直通）

令和８年度 市民税・県民税 申告のてびき 
豊岡市役所 税務課 

令和７年１月１日から12月31日までの1年間（以下、前年とする）の所得について、このてびきを参考に申告してください。 
 
 
 
 

※郵送で提出される場合は、申告書と源泉徴収票・各種証明書等の添付書類を同封の返信用封筒に入れて提出してください。 

 

■申告が必要な方 
令和８年１月１日現在の住所が豊岡市内にあり、次の１～３のいずれかに該当する方 
１ 前年中に営業等・農業・不動産・配当・雑（年金を含む）等所得があった方 
２ 前年中の所得が給与所得のみの方で、勤務先から給与支払報告書が提出されていない方 

（勤務先で提出の有無をご確認ください。） 
３ 以下の方は、市税条例による申告義務はありませんが、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の

算定等の他、国民年金保険料の免除申請、就学援助申請、公営住宅入居等で必要になりますので、必ず申告書を提
出してください。 
（１） 失業給付金、障害年金、遺族年金、扶助料、非課税の利子等の非課税所得のみの方 
（２） 前年中に所得がなく、かつ配偶者控除、扶養控除等の対象になっていない方 
※国民健康保険の加入者は、原則被扶養者でも申告が必要です。他の制度においても同様に被扶養者でも申告が必

要となる場合がありますので、各制度の申請窓口でご確認ください。 

■申告の必要がない方 
１ 所得税の確定申告書を提出される方 
２ 勤務先から給与支払報告書がすでに提出されている方で、給与と公的年金等以外の所得がない方 
３ 公的年金等による所得のみで、公的年金等以外の所得がない方 

※ただし、給与または公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除を受けようとする場合は申告が必要です。 

■申告に必要なもの 
①マイナンバーカード ②源泉徴収票（給与・年金所得者） ③収入と必要経費が記載されている帳簿等（事業所得者） ④
その他収入を証明する書類 ⑤国民年金・国民年金基金の支払証明書 ⑥生命保険・地震保険の支払証明書 ⑦医療費
控除の明細書（医療費控除を受ける場合） ⑧その他控除を証明する書類（配当割額の控除を申告する方は配当等の支
払通知書、株式等譲渡所得割額の控除を申告する方は株式譲渡に係る年間取引報告書を持参してください。）  
※国外居住親族の扶養控除等については別途添付書類が必要となります。詳しくはおたずねください。 
 

■個人番号（マイナンバー）について  申告書には、個人番号を記載してください。 
提出の際には、申告者の①②いずれかの提示またはその写しの提出が必要です。 
①マイナンバーカード 
②番号確認書類（通知カード※、番号記載住民票の写しなどのうち１つ） と身元確認書類（運転免許証、公的医療保険の
被保険者証などのうち１つ） ※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票の記載事項と一致する場合に限り利用できます。 
 

■申告相談（予約制を導入しています） 
期間：令和８年２月16日（月）～３月16日（月）  ※土曜日・日曜日・祝日を除く 

受付時間：午前９時～午後３時（３月１６日は午後２時まで）  【予約受付あり】 ※下記参照 
相談時間：午前９時～午前12時／午後１時～午後４時（３月１６日は午後３時まで） 

会 場：豊岡市役所本庁舎 ２階大会議室、城崎振興局、竹野振興局、日高振興局、出石振興局、但東振興局 
 
  

 
 
 

   

 

 
 
  

提 出 期 限・・・令和８年３月16日（月） 

提 出 先・・・豊岡市役所 税務課 市民税係 または 各振興局 市民福祉課 

※インターネットから住民税の申告ができるようになりました！詳しくは 8 ページ参照 
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3 4 56 7 8 9 1 2

地方税法附則第４条の４の規定の適用を選択する場合には、

「医療費控除」欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

給与・公的年金等に係る所得以外（令和8年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外）

の所得に係る市・県民税の納付方法について下記のうち希望される方にチェックしてください。

2 3 4 5 65 6 7 8 9 1

8 9

6 7 8 9

3 4

3 4 5 6

2 3 4 5 6 7

1 2

同居・別居の区分

子

1 2

2 3 4 5 6 7

32

障害の程度

（学校名）

35,000円

国民健康保険税 218,100円

身体 ・ 療育

精神 ・ 他
　級

8 9 1 2

1 321987654

㉕

□　同居

□　別居

特定　老人　特親

同老　同特障

同 居 ・ 別

居 の 区 分

□　同居

□　別居

続

柄

7

特定親族特別控除

別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人番号及

び住所を記入してください。
扶養控除

額の合計

㉔ 310 ,000

雑 損 控 除 ㉗

2 ,237 ,461

基 礎 控 除

□　同居

□　別居

特定　老人　特親

同老　同特障

同居・別居の区分 続柄 該当に〇印

特定　老人　特親

同老　同特障

同居・別居の区分 続柄 該当に〇印

31万円

裏面にも記載する欄があります。

特

定

親

族

特

別

控

除

㉓

～

㉔

扶

養

控

除

・

１

６

歳

未

満

の

扶

養

親

族

（
控

除

対

象

外

）

平・令 ・ ・

５  市民税・県民税の納税方法

同居・別居の区分

□ 給 与 か ら 差 引 き （ 特 別 徴 収 ） □ 自 分 で 納 付 （ 普 通 徴 収 ）

㉘

(確)

(入)

⑬ ～ ㉕ ま で の計 ㉖医 療 費 控 除

区

分
医療費控除

㉙合計（㉖+㉗+㉘）

㉘

2 ,237 ,461

支 払 っ た 医 療 費 等 保 険 金 な ど で 補 て んさ れ る 金 額

円 円 円

 差引損失額のう ち災害関連支出の金額

平・令

㉓

氏 名 生 年 月 日

個人番号

続

柄・ ・

扶 養 控 除

円

430 ,000

㉗

損 害 の 原 因 損 害 を受 け た 資 産 の種 類

450 ,000

 保険金などで補てんされる金額雑 損 控 除 損 害 金 額
(証)

23・6・1 子

円

平・令

氏 名 生 年 月 日

同 居 ・ 別

居 の 区 分

☑　同居

□　別居

続

柄

㉑～

㉒

寡婦、ひとり親控除
⑰～

⑱

配偶者（特別）控除

⑯

同 居 ・ 別

居 の 区 分

□　同居

□　別居

個人番号 勤労学生 、障 害者

控 除

⑲～

⑳
260 ,000

生 年 月 日

330 ,000

氏 名

地 震保 険料 控除 13 ,261

豊岡　次郎

明・大

昭・平
・ ・

個人番号

生 命保 険料 控除 ⑮

個人番号 控除額 万円

⑬

氏 名

⑭

66 ,500

生 年 月 日

明・大

昭・平
・ ・

個人番号

「個人番号」欄には、個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）を記載してください。

個人番号 控除額 45万円
氏 名

豊岡　一郎
明・大

昭・平
15・5・1

控除額

☑　同居

□　別居

377 ,700

業 務

4 ,525 ,600

300 ,000

⑦

⑧

⑥

（控除対象配偶者を除く。）

雑

合 計

（ ⑦ + ⑧ + ⑨ ）

120 ,000

続柄 該当に〇印

180 ,000

⑪

氏 名 生 年 月 日

個人番号

⑤氏 名

生 年 月 日

続柄 該当に〇印

☑　同居

□　別居 給 与

明・大

昭・平 19・1・9

小規模企業共済等

掛 金 控 除

社 会保 険料 控除

控除額 万円

４

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

4 5

個人番号   □ 同一生計配偶者

配 偶 者 の 氏 名 生 年 月 日
明・大

昭・平

0円豊岡　花子

3 4 5

①

4 ,225 ,600

合 計 ⑫

総 合 譲 渡 ・ 一 時

⑩

⑨

公 的 年 金 等

母
特定　老人　特親

同老　同特障

④

配 当

事

業

営 業 等

不 動 産

氏名

）

⑳

氏名

（寡婦、ひとり親

勤労学生控除

障 害 者 控 除

個人番号

㉑～㉒
③

②

ひとり親

控除

総

合

譲

渡

□

農 業

配 偶 者 の

合計 所得 金額

3 4

⑯

個人番号

□  生死不明

□  未帰還

一 時

身体 ・ 療育

精神 ・ 他 3 級

67,000円

２

所

得

金

額

障害の程度

豊岡　松子

⑲  □  勤労学生控除

43・4・3

生 年 月 日

豊岡　松子

配 偶 者 控 除

・ 配 偶 者

特別控除・ 同一生

計 配 偶 者

地震保険

料控除

地 震 保 険 料 の 計 旧 長 期 損 害 保 険 料 の 計

6,521円

⑱

社 会 保 険 料

控 除
国民年金 159,600円

新 生 命 保 険 料 の 計

新 個 人 年 金 保 険 料 の 計 旧 個 人 年 金 保 険 料 の 計
⑮

20,000円 オ

生 命 保 険 料

控 除

820 ,000
⑰～⑲

公 的 年 金 等

20,000円

コ

カ 5 ,832 ,000

シ

業 務

損 害 年 月 日

そ の 他 ケ

キ

長 期 サ

利 子

利 子
１

収

入

金

額

等

介 護 医 療 保 険 料 の 計

合 計

旧 生 命 保 険 料 の 計

給 与

30,000円

短 期

円

⑬

源

泉

徴

収

票

・

各

種

証

明

書

等

の

添

付

書

類

は

、

こ

の

申

告

書

と

一

緒

に

返

信

用

封

筒

に

入

れ

て

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

分

離

課

税

に

係

る

所

得

等

の

あ

る

方

は

、

｢

市

民

税

・

県

民

税

申

告

書

（
分

離

課

税

等

用

）

」
を

あ

わ

せ

て

提

出

し

て

く

だ

さ

い

。

・ ・

農 業 イ

そ の 他

ウ

市 民 税
県 民 税

令 和 ８ 年 度 分

氏 名
42・4・1 豊岡　竹生

個人番号

年

表

豊岡市長様
豊岡市中央町2-4 業種 又は 職業 会社員・農業

令 和 ８ 年 1 月 1 日

現 在 の 住 所 同上 23-1111
提出年月日

申 告 書
（ 兼 国 民 健 康 保 険 税 申 告 書 ）

豊岡　太郎

ク 320 ,500

父

円

エ

事

業

営 業 等

不 動 産

月

雑

電 話 番 号

ア社 会 保 険 の 種 類 支 払 っ た 保 険 料

配 当

トヨオカ　タロウ 生 年 月 日 世 帯 主 の 氏 名

明 ・ 大

昭 ・ 平 ・ 令

整 理 番 号

現 住 所

⑰  □  寡婦控除
□  死別

□  離婚

日 フリガナ

３  所得から差し引かれる金額に関する事項

続柄

■申告書の記入例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇前年中に収入のなかった方の申告書の記入のしかた 
申告書表面の住所・氏名欄等を記入し、申告書⑫欄の合計に「０」を記入し、申告書裏面の「１７ 前年中に所得の
なかった人の記入欄」を記入してください。 
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【申告書の記入・提出上の注意】 
・ボールペンで大きくはっきりと記入してください。（消せるボールペンは、使用しないでください。） 
・生命保険料控除や地震保険料控除、社会保険料控除（国民年金保険料の場合）など、証明書類の添付を要する控除を申
告される場合は、必ず各控除証明書（原本）を添付してください。申告書に各控除の記載があっても、控除証明書（原本）の
添付がなければ控除されません。 

 
                       
■所得金額 

各所得金額の計算方法は次のとおりです。申告書の「１ 収入金額等」と「２ 所得金額」をそれぞれ記入してください。 

事

業 

営 業 等 
（申告書ア、①欄） 

◎ 収入金額 － 必要経費 ＝ 営業等所得金額※１ 
小売・卸売・製造・サービス業、自由業（医師、外交員、ホステス等）、漁業、内職などの事業から生じる所得
です。必要経費とは、収入を得るために直接支出した費用のこと。※必要経費の特例あり（当ページ下部※２参照） 
収支内訳書により所得金額を計算し、申告書とあわせて提出してください。 

農 業 
（申告書イ、②欄） 

◎ 収入金額 － 必要経費 ＝ 農業所得金額※１ 
稲作、畑作、畜産などの事業から生じる所得です。 
収支内訳書により所得金額を計算し、申告書とあわせて提出してください。 

不 動 産 
（申告書ウ、③欄） 

◎ 収入金額 － 必要経費 ＝ 不動産所得金額 
不動産（土地・建物など）の貸付等によって生じる所得です。 
収支内訳書により所得金額を計算し、申告書とあわせて提出してください。 

利 子 
（申告書エ、④欄） 

社公債や預貯金から生じる利子などの所得です。 
利子所得には必要経費は認められませんので、収入金額がそのまま所得金額となります。 
※原則として、源泉分離課税のため申告不要です。 

配 当 
（申告書オ、⑤欄） 

◎ 収入金額 － 必要経費（株式購入などの借入負債の利子） ＝ 配当所得金額 
会社から受ける利益の配当、出資に対する剰余金の分配などの所得です。 
申告書裏面「1４ 配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除に関する事項」欄に記入してください。 
※配当割額控除については、８ページをご覧ください。 

給 与 
（申告書カ、⑥欄） 

俸給、給料、賃金、賞与等による所得です。４ページの別表１により給与所得金額を計算してください。複数の
源泉徴収票や支払証明書等がある方は、すべての支払金額を合算した額が給与収入金額となります。 
【添付書類】源泉徴収票、雇主からの支払証明書等 
※源泉徴収票や支払証明書等を添付できない方は申告書裏面「６ 給与所得の内訳」欄に記入してください。 

雑 
 

公的年金等 
（申告書キ、⑦欄） 

国民年金・厚生年金・共済年金などの公的年金等に係る所得です。４ページの別表２により公的年金等の所
得金額を計算してください。 
複数の公的年金等の源泉徴収票がある方は、すべての支払金額を合算した額が公的年金等収入金額となり
ます。（遺族年金や障害年金等の非課税年金は含みません。） 
【添付書類】源泉徴収票 

業   務 
（申告書ク、⑧欄） 

◎ 収入金額 － 必要経費 ＝ 業務に係る雑所得金額 

原稿料、講演料などの副収入による所得です。※必要経費の特例あり（当ページ下部※２参照） 

そ の 他 
（申告書ケ、⑨欄） 

◎ 収入金額 － 必要経費 ＝ その他の雑所得金額 
個人年金など、他の所得区分に当てはまらない所得です。 

総合譲渡〔短期・長期〕 
（申告書コ、サ、⑪ 

申告書裏面10欄） 

◎ 収入金額 － 取得費等 － 特別控除額 ＝ 総合譲渡所得金額 
自動車、機械、船舶、骨董、貴金属などの資産の譲渡により生じる所得です。ただし、土地や建物の譲渡は分
離課税となるため、この総合譲渡には含めません。 
譲渡した資産の保有期間が５年以内の場合は「短期」、５年を超える場合は「長期」に区分されます。 
特別控除額は「収入金額－取得費等」の金額と50万円のいずれか少ない方の金額です。 

一 時 
（申告書シ、⑪ 

申告書裏面10欄） 

◎ 収入金額 － 収入を得るために支出した金額 － 特別控除額 ＝ 一時所得金額 
生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競輪や競馬の払戻金などの一時的な所得です。 
特別控除額は「収入金額－収入を得るために支出した金額」と50万円のいずれか少ない方の金額です。 
課税される一時所得は、一時所得金額の２分の１です。 

※１ 記帳・帳簿書類の保存がない場合は「業務に係る雑所得（申告書ク、⑧欄）」となります。 
                                          
 
 
 
 
 
 

                                                                                                    

 

※２ ～家内労働者等の必要経費の特例～ 
 事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際に支出した必要経費を差し引いて計算しますが、家
内労働者等の場合には、必要経費として 65 万円まで認める特例があります。 
 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、検針人のほか、特定の人に
対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。（シルバー人材センターからの配
分金は、家内労働者等の必要経費の特例の対象です。） 
 特例を適用する場合は、該当する所得欄に所得金額とあわせて㊕を記入してください。 
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（単位：円）

～ 1,299,999 Ａ　　　   － 600,000 Ａ 　　  　－ 500,000 Ａ 　　     － 400,000
1,300,000 ～ 4,099,999 Ａ×0.75　－ 275,000 Ａ×0.75　－ 175,000 Ａ×0.75　－ 75,000
4,100,000 ～ 7,699,999 Ａ×0.85　－ 685,000 Ａ×0.85　－ 585,000 Ａ×0.85　－ 485,000
7,700,000 ～ 9,999,999 Ａ×0.95　－ 1,455,000 Ａ×0.95　－ 1,355,000 Ａ×0.95　－ 1,255,000

10,000,000 ～ Ａ　  　    － 1,955,000 Ａ 　　     － 1,855,000 Ａ 　　     － 1,755,000

1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

年金収入金額（Ａ） 公的年金等の雑所得

公的年金等以外の合計所得金額

（単位：円）

～ 3,299,999 Ａ 　  　　－ 1,100,000 Ａ　　　   － 1,000,000 Ａ 　　　  － 900,000
3,300,000 ～ 4,099,999 Ａ×0.75　－ 275,000 Ａ×0.75　－ 175,000 Ａ×0.75　－ 75,000
4,100,000 ～ 7,699,999 Ａ×0.85　－ 685,000 Ａ×0.85　－ 585,000 Ａ×0.85　－ 485,000
7,700,000 ～ 9,999,999 Ａ×0.95　－ 1,455,000 Ａ×0.95　－ 1,355,000 Ａ×0.95　－ 1,255,000

10,000,000 ～ Ａ 　   　  － 1,955,000 Ａ 　　  　－ 1,855,000 Ａ 　　 　 － 1,755,000

年金収入金額（Ａ） 公的年金等の雑所得

1,000万円以下
公的年金等以外の合計所得金額

1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超

◇別表 
【別表1 給与所得金額計算表】                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【別表２ 公的年金等所得金額計算表】 

◎昭和36年1月2日以後に生まれた方（令和７年12月31日時点で65歳未満の方） 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
◎昭和36年1月1日以前に生まれた方（令和７年12月31日時点で65歳以上の方） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇所得金額調整控除 
 下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。 
 
１．給与等の収入金額が850万円を超え、次の①から③のいずれかに該当する方  

①本人が特別障害者に該当する方 
②２３歳未満の扶養親族を有する方 
③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方 

 
所得金額調整控除額＝（給与等の収入金額（上限1,000万円）－850万円）×10％ 

 
２．給与所得と年金所得の双方を有する方 

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超え
る方 
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額からの控除となります。 

 
所得金額調整控除額 

＝（給与所得控除後の給与等の金額（上限10万円）＋公的年金等に係る雑所得の金額（上限10万円））－10万円 
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■所得から差し引かれる金額（所得控除） 
所得控除には次のようなものがあります。当てはまるものについて計算し、申告書に記載してください。 

社会保険料控除 
（申告書⑬欄） 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族が負担すべき社会保険料（国民健康保険税、介護
保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など）を支払った場合に受けられる控除です。 
支払った保険料の全額が控除額になります。 

【添付書類】国民年金保険料控除証明書など 【提示書類】領収証書、社会保険料控除証明書など 

小規模企業共済
等掛金控除 
（申告書⑭欄） 

小規模企業共済掛金、企業型・個人型確定拠出年金掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払っ
た場合に受けられる控除です。支払った掛金の全額が控除額になります。 

【添付書類】支払証明書 

生命保険料控除 
（申告書⑮欄） 

あなたや配偶者、その他の親族を保険金の受取人とする生命保険料又は介護医療保険料を支払った場合
に受けられる控除です。年金の給付を目的とする個人年金保険契約に基づいて支払った保険料も控除が
受けられます。控除金額の計算方法は下記表のとおりです。 

※控除額は、最高7万円 
※介護医療保険料は新契約となります。 
※一般生命保険料、個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場

合、新契約と旧契約をそれぞれ上の表中の算式により計算した額の合計が控除金額となります。（ただ
し、最高２万８千円）   

※一般生命保険料、個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方を支払っている場合で、旧契約
のみについて計算した控除額が、新契約と旧契約の両方の生命保険料について計算した控除額よりも有
利になっている場合には、旧契約のみについて生命保険料控除の適用を受けることができます。（ただし、
最高３万５千円）  

 
 
 
 
 
 

 【添付書類】支払証明書 

地震保険料控除 
（申告書⑯欄） 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族が所有している居住用家屋、生活用動産を保険や
共済の目的とし、かつ地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害額をてん補する保険金
や共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震保険料を支払った場合に受けられる控除です。 

◎ 地震保険料の控除額 ＋ 旧長期損害保険料の控除額 ＝ 地震保険料控除額 
※控除額は、最高２万５千円 
※旧長期損害保険料は平成18年12月31日以前に締結した契約に係るものが控除対象です。 

【添付書類】支払証明書 
 
 
 
 
 
 

寡婦控除 
ひとり親控除 

（申告書⑰～⑱欄） 

令和７年12月31日現在、あなたが次の①～③のいずれかに該当する場合に受けられる控除です。 

◎寡婦控除…控除額 26万円（ひとり親控除に該当しない方） 
① 夫と離婚後に婚姻をしておらず、扶養親族がいる方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方 
② 夫と死別後に再婚していない方や夫が生死不明の方で、前年中の合計所得金額が500万円以下の方 

◎ひとり親控除…控除額 30万円 
③ 配偶者が生死不明又は婚姻・再婚していない人のうち、次の３つの要件をすべて満たす方 

・ 事実上婚姻関係にあると認められる人がいないこと 
・ 生計を一にする子がいること 
・ 前年中の合計所得金額が500万円以下であること 

※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある場合は対象外となります。 
※「生計を一にする子」のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除きます。 

勤 労 学 生 控 除 
（申告書⑲欄） 

あなたが勤労学生で、前年中の合計所得金額が85万円以下で、かつ自己の勤労によらない所得（不動
産、配当、譲渡等）が10万円以下の場合に受けられる控除です。 

控除額 26万円 

【添付書類】学校等から交付される在学証明書（職業訓練校等を含む） 

障 害 者 控 除 
（申告書⑳欄） 

令和７年12月31日現在、あなたやあなたの同一生計配偶者及び扶養親族（16歳未満の年少扶養者を含
む）が次に該当する場合に受けられる控除です。 

◎障害者・・・控除額 26万円 
① 知的障害者と判定され、療育手帳の交付を受けている方 
② 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

保険料控除額 保険料控除額

～ 12,000円 支払生命保険料の全額 ～ 15,000円 支払生命保険料の全額

12,001円 ～ 32,000円 支払額×0.5＋6,000円 15,001円 ～ 40,000円 支払額×0.5＋7,500円

32,001円 ～ 56,000円 支払額×0.25＋14,000円 40,001円 ～ 70,000円 支払額×0.25＋17,500円

56,001円 ～ 28,000円 70,001円 ～ 35,000円

新 契 約 （平成24年1月1日以後契約分）

支払保険料の金額

旧契約（平成23年12月31日以前契約分）

支払保険料の金額

地震保険料の控除額
～ 50.000円 支払保険料×0.5

 50,001円 ～ 25,000円

旧長期損害保険料の控除額

～ 5,000円 支払保険料の金額

5,001円 ～ 15,000円 支払保険料×0.5＋2,500円

15,001円 ～ 10,000円

地震保険料

支払保険料の金額

支払保険料の金額

旧長期損害保険料
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合計所得金額 基礎控除額

2,400万円以下 43万円

2,400万円超2,450万円以下 29万円

2,450万円超2,500万円以下 15万円

2,500万円超 適用なし

③ 身体障害者手帳の交付を受けている方 
④ 戦傷病者手帳の交付を受けている方 
⑤ 65歳以上で①又は③に該当する方と同程度の障害があり、市町村長等の認定を受けている方 

◎特別障害者・・・控除額 30万円 
（対象者があなたやあなたの配偶者、あなたと生計を一にする親族のどなたかと同居している場合は、控
除額は53万円となります。） 
⑥ ①に該当する方で、重度「Ａ」と判定された方 
⑦ ②に該当する方で、手帳に１級と記載されている方 
⑧ ③に該当する方で、手帳に１級又は2級と記載されている方 
⑨ ④に該当する方で、特別項症から第３項症までの方 
⑩ ⑤に該当する方で、心神喪失又は身体障害者１、２級と同程度の障害がある方 
⑪ 原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方 
⑫ 引き続き６ヶ月以上にわたって、寝たきりで複雑な介護を要する方 

【提示書類】療育手帳、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、その他証明書等 

配偶者（特別）控除

（申告書㉑～㉒欄） 

【配偶者控除】 

あなたと生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が58万円以下の場合に受けられる控除です。 
（配偶者が事業専従者である場合を除く。配偶者特別控除との重複不可。） 

ただし、あなたの前年中の合計所得金額が１千万円を超える場合は対象外ですが、同一生計配偶者（控除
なし）には該当します。 

【配偶者特別控除】 

あなたと生計を一にする配偶者（事業専従者を除く。）の前年中の合計所得金額が58万円超133万円未満
の場合に受けられる控除です。ただし、あなたの前年中の合計所得金額が1千万円を超える場合は対象外
です。また、夫婦がお互いに配偶者特別控除を受けることはできません。 
◇控除額は7ページの「配偶者控除額表」「配偶者特別控除額表」をご覧ください。 

扶 養 控 除・ 
（申告書㉓欄） 

あなたと生計を一にする前年中の合計所得金額が58万円以下の扶養親族がいる場合、それぞれ次の額を
控除することができます。 

 

 

 

＊老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直系尊属で、あなたやあなたの配偶者との同居を常としている方のこと 

なお、平成22年1月2日以降に生まれた方（16歳未満）の扶養親族がある場合は、申告書「16歳未満の扶
養親族（控除対象外）」欄に記入してください。 

特定親族特別控除 
（申告書㉔欄） 

あなたと生計を一にする平成15年1月2日～平成19年1月1日生まれの親族で、前年中の合計所得金額
が58万円超123万円以下の場合に受けられる控除です。 

◇控除額は7ページの「特定親族特別控除額表」をご覧ください。 

基 礎 控 除 
（申告書㉕欄） 

基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりです。 

 

 

 

雑 損 控 除 
（申告書㉗欄） 

災害や盗難又は横領によって、あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他親族の資産に損害を受け
た場合に受けられる控除です。控除額は、次の①と②のいずれか多い方の金額です。 

① （ 損害金額 － 保険金等補てん金額 ） － （ 総所得金額等の合計額 × 10％ ） 

② 災害関連支出の金額 － 5万円 

【添付書類】事故・り災証明、損失額に関する明細書、領収書など 

医 療 費 控 除 
（申告書㉘欄） 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者、その他の親族のために前年中に支払った医療費が一定の金額
以上ある場合に受けられる控除です。※控除額は最高200万円 

◎ （ 医療費 － 保険金・高額療養費等補てん金額 ） － （ 「10万円」と「合計所得金額の5％」のいず
れか少ない方の金額 ） 

※セルフメディケーション税制による医療費控除の特例について、詳しくはおたずねください。 

【添付書類】医療費控除の明細書、セルフメディケーション税制の明細書 
 

★事 業 専 従 者 

あなたと生計を一にする配偶者と15歳以上の親族で、原則として６ヶ月を超える期間、事業に従事した場合

に控除が受けられます。控除額は次の①と②のいずれか低い方の金額です。 

① 配偶者86万円、その他の親族50万円 

② 事業所得金額÷（専従者の人数＋1） 

控除額は各事業専従者の給与収入金額となります。申告書裏面の「１１ 事業専従者に関する事項」に氏名

等を記入してください。 

 

一般扶養親族（昭和31年1月2日～平成15年1月1日､平成19年1月2日～平成22年1月1日生まれの方） 33万円

特定扶養親族（平成15年1月2日～平成19年1月1日生まれの方） 45万円

老人扶養親族（昭和31年1月1日以前生まれの方） 38万円

同居老親等＊ 45万円
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◇控除額表 

【配偶者控除額表】 

区 分 市県民税の控除額 

 
納税義務者の 

合計所得金額 
900万円以下 

900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 
1,000万円超 

一  般 33万円 22万円 11万円 
控除適用なし 

老  人 38万円 26万円 13万円 

老人は昭和31年１月１日以前生まれの方（70歳以上） 

 

【配偶者特別控除額表】 

配偶者の合計所得金額 市県民税の控除額 

 
納税義務者の 

合計所得金額 
900万円以下 

900万円超 

950万円以下 

950万円超 

1,000万円以下 
1,000万円超 

58万円超 100万円以下 33万円 22万円 
11万円 

控除適用なし 

100万円超 105万円以下 31万円 21万円 

105万円超 110万円以下 26万円 18万円 ９万円 

110万円超 115万円以下 21万円 14万円 ７万円 

115万円超 120万円以下 16万円 11万円 ６万円 

120万円超 125万円以下 11万円 ８万円 ４万円 

125万円超 130万円以下 ６万円 ４万円 ２万円 

130万円超 133万円以下 ３万円 ２万円 １万円 

 

   【特定親族特別控除額表】 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■税額控除 

調 整 

控 除 

市民税・県民税と所得税では、扶養控除や基礎控除などの人的控除額に差があります。そのため、個々の納税
者の人的控除の適用状況に応じて、納税者の税負担が税源移譲前後で変わらないように調整するのがこの人
的調整控除です。控除額は次の計算式により求めます。 

◎ 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円以下の方 
「市県民税と所得税との人的控除額の差の合計額」と「合計課税所得金額」のいずれか少ない方の金額の5％ 
◎ 市民税・県民税の合計課税所得金額が200万円超の方 
{市県民税と所得税との人的控除額の差の合計額－（合計課税所得金額－200万円）}×5％ 
（注）ただし、計算された額が2,500円未満の場合は、2,500円を控除額とします。 

※控除する額は、市民税と県民税の税率割合（6：4）に応じて、それぞれの所得割額から控除されます。 
※合計所得金額が2,500万円を超える場合は、適用されません。 

配 当 控 除 

配当所得がある方は、その金額に右表の率を
乗じた金額が税額から差し引かれます。 

特定親族の合計所得金額 控除額 

 58万円超  95万円以下 45万円 

 95万円超 100万円以下 41万円 

100万円超 105万円以下 31万円 

105万円超 110万円以下 21万円 

110万円超 115万円以下 11万円 

115万円超 120万円以下 6万円 

120万円超 123万円以下 3万円 

1.6％ 1.2％ 0.8％ 0.6％

0.4％ 0.3％

0.2％ 0.15％

1,000万円
以下の部分

1,000万円
超の部分

市民税 県民税市民税 県民税

0.8％

0.4％

0.6％

0.3％

私募証券投資
信託等

外貨建等証券
投資信託以外

外貨建等証券
投資信託

利益の配当等

　　　　　　　　　課税所得金額

項目
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配 当 割 額 

控 除 

・ 

株式等譲渡

所 得 割 額 

控 除 

一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得につい
ては、配当割又は株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して5％の税率による分離課税が行われます。配
当の支払者や、譲渡の対価の支払者が徴収（特別徴収）します。これらの所得は、申告しなくてもよいことになっ
ていますが、申告を行った場合には、特別徴収された額を所得割額から控除します。控除額は次のとおりです。 
◎市民税：配当割額又は株式等譲渡所得割額の3/5 
◎県民税：配当割額又は株式等譲渡所得割額の2/5 

なお、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当等の所得は非課税とされています（NISA）。 

寄 附 金 

税 額 控 除 

寄附金税額控除の対象は、都道府県・市区町村に対する寄附金（いわゆる「ふるさと納税」）、住所地の共同募
金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、都道府県・市区町村が条例で定める寄附金です。寄附金額はあな
たの前年中の総所得金額等の30％を限度とします。計算式は次のとおりです。 

◎ 都道府県・市区町村に対する寄附金 ＝ ①基本控除額＋②特例控除額  
  ①基本控除額：（寄附金額－2,000円）×10％ 
  ②特例控除額：（寄附金額－2,000円）×{90％－（【寄附者に適用される所得税の税率】×1.021）} 
   ※②は市民税・県民税所得割額（調整控除後）の20％を限度とする。 

   ※ふるさと納税指定対象外の都道府県・市区町村に対する寄附金については、②は対象外となります。 

◎ 都道府県・市区町村以外に対する寄附金 ＝ （寄附金額－2,000円)×10％ 

【添付書類】寄附金の受領書・証明書等 

■税額計算の仕方 
市民税・県民税は、所得割と均等割を合算し、課税します。 

＜所得割額＞ 
① 収入金額 － 必要経費（専従者控除額含む） ＝ (Ａ)所得金額 
② (Ａ) － 所得控除合計額 ＝ (Ｂ)課税所得金額 ※千円未満切捨 
③ (Ｂ) × 県民税率4％ ＝ (Ｃ)県民税算出所得割額 
④ (Ｂ) × 市民税率6.1％ ＝ (Ｄ)市民税算出所得割額 
⑤ (Ｃ) － 県民税税額控除 ＝ (Ｅ)県民税所得割額 ※百円未満切捨 
⑥ (Ｄ) － 市民税税額控除 ＝ (Ｆ)市民税所得割額 ※百円未満切捨 
⑦ (Ｅ) ＋ (Ｆ) ＝ 市民税・県民税所得割額 

＜均等割額＞ 
市民税：3,000円  県民税：1,800円※うち800円は県民緑税  

【森林環境税】  

1,000円（国税）  

■非課税となる方 
◇所得割、均等割及び森林環境税が課税されない方 
①令和８年１月１日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 
②障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円 

以下の方 
③►同一生計配偶者や扶養親族の方がいない場合 

前年中の合計所得金額が38万円以下の方 
►同一生計配偶者や扶養親族の方がいる場合 

28万円×（同一生計配偶者又は扶養親族数+1）+26万8千円以下の方 
◇所得割が課税されない方 
►同一生計配偶者や扶養親族の方がいない場合 

前年中の総所得金額が45万円以下の方 
►同一生計配偶者や扶養親族の方がいる場合 

35万円×（同一生計配偶者又は扶養親族数+1）+42万円以下の方 
※この限度額をわずかに上回る方には調整措置があります。 

 

 

 

【自宅で申告書の作成や試算ができます】    

・作成した申告書を印刷し、市民税・県民税申告書として提出が可能です。 

 両面印刷で印刷し、郵送または窓口で提出してください。 

・所得や控除の情報を基に、市民税・県民税の試算が行えます。 

・ふるさと納税の控除限度額を簡易的に計算できます。 

【インターネットから住民税の申告ができるようになりました】   

・スマートフォンやパソコンから申告ができ、印刷や郵送は不要です。 

・24時間、365日いつでも申告可能。 

・マイナンバーカードが必要です。 

 

市ホームページ内で検索

1024205 検索

市ホームページ内で検索

1035034 検索

P２の「申告書の記入例」で税額計算をした場合 


